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◆南海トラフ巨大地震は、東日本大震災をはるかに上回る被害をもたらすこ
とが想定されている。

南海トラフ巨大地震への対応（緊急事態条項）

南海トラフ巨大地震 東日本大震災
死者数 約 ３２万人 約2万人（ষ্ ਂ者அि）

全壊棟数 約 ２３９万棟 約 １３万棟
避難者数 約 ９５０万人 約 ４７万人
経済被害 約 ２２０兆円 約 １６．９兆円

（想定被害）

出典 ・H24.8.29「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第一次報告）」
・H25.3.18「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）」
・దਿ資મ ・防ૂ災害対策本資મ

１１１１

⋇国ড়のে୵、財産をஹるたी、ဌசに法ତृଓ正ౣਛをষわなけれ
ばならない。一方、国会が正常に機能しない場合が考えられるのではない
か。

⋈ဌசにஃ、応急ણをষअ必要があるが、जの、憲法が保障する権ਹ
を制限せकるを੭ない場合が考えられるのではないか。一方、緊急時を৶
由とした過剰な権ਹ制限を防ૃする必要があるのではないか。

国会৮৩のભृ৭日の્、ਿの権限の્を憲法に規定する
必要がないか。

緊急時の権ਹ制限について、あらかगी憲法に規定する必要がないか。

・దਿ資મ ・防ૂ災害対策本資મ



15151515

21212121

5.35.35.35.3

17.017.017.017.0

34343434
24242424

27272727
22222222

33333333

20202020

10.710.710.710.7

9.59.59.59.5

9.29.29.29.2
7.97.97.97.9

8.88.88.88.8

南海トラフ地震により想定される被害（最悪のケース）

全壊・焼失棟数全壊・焼失棟数全壊・焼失棟数全壊・焼失棟数 ：：：： 約約約約 238238238238万万万万6666千棟千棟千棟千棟

想定死者数想定死者数想定死者数想定死者数 ：：：： 約約約約32323232万万万万3333千人千人千人千人

経済被害額経済被害額経済被害額経済被害額 ：：：： 約約約約220220220220兆円兆円兆円兆円

前例前例前例前例のない甚大な被害のない甚大な被害のない甚大な被害のない甚大な被害

想定死者数は、
従来の約約約約１３１３１３１３倍倍倍倍！！！！

経済的被害は、
国家予算の２２２２倍以上倍以上倍以上倍以上！！！！

中央防災会議（2003）

内閣府（2012.8.29）各県最大
津波高
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○○○○30303030都府県都府県都府県都府県750750750750市町村市町村市町村市町村がががが被災（全国被災（全国被災（全国被災（全国面積の約面積の約面積の約面積の約32323232％％％％））））
（震度６弱以上又は沿岸部津波高３ｍ以上の市町村）

○影響都府県、市町村には○影響都府県、市町村には○影響都府県、市町村には○影響都府県、市町村には

・全国民の約53％が居住 （約 6800万人）

・製造品出荷額 全国の約66％（約189.5兆円）

経済経済経済経済・産業の中枢が被災・産業の中枢が被災・産業の中枢が被災・産業の中枢が被災

２２２２



国会が正常に機能しない場合の対応について

●南海トラフ巨大地震が、「衆議院のੰങ中」ऽたは「ભ満വの৭中」に発生した場合、৭が実施できないために、国会
議員がশਂ在になるおそれ
※日本国憲法第45条：衆議院議員のભは、ফとする。ሇし、衆議院ੰങの場合には、その満വにીവする。

同 46条：参議院議員のભは、౽ফとし、三ফओとに議員の数を৭する。

想定される事態

n緊急時にउけるਿへの法制定ृଓ正ৠ定とಉのટをથする権限のહଖ|につ
いて国会の事後承認とあわせて憲法に規定することが必要ではないか。

n国会৮৩のભ|ृn৭日|の્について憲法に規定することが必要ではないか。

３３３３

さらに想定される事態
●南海トラフ巨大地震が発生し、その後、富士山が噴火、さらにスーパー台風が全国を直撃し、極めて広範囲なエリアで甚大な被災の

場合、参議院の緊急集会や国会議員が在職している場合の衆議院・参議院において、憲法に規定されている定足数である1/3を満た
すことができないおそれ

●少なくとも、全国的に交通網が寸断されている中で、迅速な参集が困難になるおそれ
※日本国憲法第56条：両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。



緊急時の権ਹ制限にঢ়する規定について

౾ਗ国のेअに、緊急時の権ਹ制限にঢ়する規定について、あらかगी憲法に規定する
必要はないか

☛☛☛☛このことは、緊急時に名を借りた過剰な人権制限を防ぐことにもつながる！

ケース２想定される事態

ケース１
（財産権の侵害） ●地ೕৣによりশ的なが想定されている地域にお

いて、限られた資源（マンパワーや物的支援等）を効果
的・効૨的にણ৷するため、マン३ঙンなनのஸణ避難
অঝで避難している住ড়を区域ਗの避難ਚष移さ
せなければならない事態が発生

▶しかしながら、住ড়は避難要டを౯。୦とか移して
もらいたいが、居住・移転の自由を侵すおそれが･･･

（災害対策基本法）
・人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必

要があると認めるときは、警戒区域を設定し退去を強
制することができる。しかし、非常時において極めて
資源が限られている中、効果的・効૨的な援ஃ等をষ
अためにやिを੭ङ退去を強制することはਂ૭

ケース２
（居住・移転の自由）

●発災後、住ড়を全な場ਚषා・避難させるため、
一刻も早く、地震により倒壊した家屋等を速やかに除
去しなければならない事態が発生

▶しかしながら、高価な絵画等が飾られた家屋等である
૭ચਙもあり、家屋等のੰ体・ඏ去をষअと、高価な
絵画等を損傷し、財産権を侵すおそれが･･･

（災害対策基本法）
・応急措置を実施するため緊急の必要があると認める

ときは、支障となる工作物又は物件の除去等ができ
るが、保管、返還のための公示が必要であり、迅速
な応急措置に支障

想定される事態

４４４４



地方自治の保障、地方分権の推進（地方自治） H27.5.20 全国知事会 第１総合ਅറ・
権௬価特શ員会ଦഘ資મ

৸国ੴ事ভ「ਛ１ڳফ২ 憲法問題に関する報告書」の概要

１．前文 「前文に岴岮峐、地方自治の保障嵣地方分権のનয়を്すること」

参考資料１

憲法改正を巡る諸情勢に鑑み、全国知事会での論議等を踏まえ、地方自治に関する憲法問題
の主要な論点に関する考え方を取りまとめたもの。

主要論点に関する考え方（抜粋）

平成１７年４月 衆・参両院の憲法調査会が調査報告書を取りまとめ

平成１７年５月 全国知事会に「憲法問題特別委員会」を設置

平成１８年３月 「平成１７年度 憲法問題に関する報告書」を取りまとめ

（経緯）

１．前文 「前文に岴岮峐、地方自治の保障嵣地方分権のનয়を്すること」

２．地方自治の基本原則 「地方自治の基本原則を明記すること」

３．国と地方の役割分担 「国と地方自治体の役割分担の基本原則を明記すること」

য়法に関する規定．ڰ 「地方自治体の捁定権の೧をఁপ峁、地方に関峹る法ഥ峙

基本的な事項にとどめることを明記すること」

５．財政に関する規定 「地方自治体の財政自主権の保障（固有財源の保障、課税自主権、
財政৹拪২、財政規のමಉكを明記すること」

６．国政への参加手続 「国政に地方自治体のਔৄをખする捸ੌ峩をਝ岻ること」

※કড়自治と੮体自治を体的権ਹと峁峐明記

５５５５


